
法定外公共物の用途廃止、引継ぎ事務処理フロー　 参考資料

【窓口審査】

ＮＯ ～窓口却下

【事前協議】

３条 　　・案内図

　　・公図の写し

　　・申請者が所有する隣接地の登記事項証明書

４条  ・不法占拠状態の有無等

５条 ・各要件判断を多角検討

５条

ＹＥＳ

　・沿道権利者全員の同意等の条件

【本申請】

６条 　　　・申請者の印鑑登録証明書

　　　・隣接する土地の登記事項証明書

　　　・隣接する土地所有者の同意書

　　　・利害関係者の同意書

７条

８条

８条 ・申請者負担による測量実施

９条

地積測量図受領・嘱託登記

（条件付き） ＮＯ　却下（終了）

用途廃止通知

用途廃止申請

市長決裁

施設管理課へ引継ぎ 処分手続きへ

申請者への通知

道路に関する検討委員会

　　　・その他参考資料

窓口払下げ相談

可能性あり 　　　　可能性なし

事前協議申出

現地調査


